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US Coast Guard  
Non-tank vessel response plansに関する新規則 
 
 
 
概要 
 
USCG(米国沿岸警備隊)は米国及び外国籍のNon-tank 
vesselの所有者及び運航者に対して２００８年６月２３日付の

通告を発し、２００８年８月２２日付Non-tank 
vesselに関するNon-tank vessel response 
plan(NTVRP)を準備し、提出することを要求した。 
この実施政策の変更により米国に寄港するNon-tank 
vesselの船主や運航者がUSCGの強制執行の対象となること

を避けるためには、最新版総合Vessel Response 
Planを提供する必要があることが正式に定まった。 
 
２００４年の８月９日署名法制化した２００４年のThe Coast Guard and Maritime Transportation 
Actは、400GT以上のNon-tank 
vesselの船主及び運航者が２００５年８月８日までにNTVRPをUSCGに提出することを要求していた。 
USCGはNTVRPの作成と見直しに関する暫定のガイダンスとしてNavigation and Vessel Inspection 
Circular Number 01-05を発行し、それに修正を加えたNavigation and Vessel Inspection Circular 
Number 01-05 CH-1(NVIC 01-05, CH-1)を発行した。 
 
最終的な規則は作成されておらず、その執行と適用が不確定であったことからUSCGは規則が発せられ、

施行されるまでActを執行しないとした２００５年６月２４日の通告を発していた。 
同時にUSCGは船主や運航者にNVIC 01-05, CH-
1に記載した自主的なプロセスを通じて臨時の許可状を取得するように奨励していた。 

強制力のない通告ではあったが、船主や運航者はNTVRPを作成し提出するように依然として求められてき

た。 
 
今回の実施政策の変更により、米国に寄港するNon-tank 
vesselの船主や運航者がUSCGの強制執行の対象となることを避けるためには、最新版総合Vessel 
Response Planを提出する必要があることが正式に定まった。 
船主や運航者ができるだけ早くNTVRPをUSCGに提出することが必須となる。もしこうしたplanを以前に提

出しているならば、その提出したplanが現時点においても有効なものであることを確認すべきである。 
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